
 

 

 

 

 

 

2020 年度 持続可能な地域経営のあり方委員会 提言 

 

 

 

  

広域連携を活かした地域経営の拡大に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 7 月 

 

公益社団法人 経済同友会 

 



 

 

目次 

Ⅰ．はじめに …………………………………………………………………… 1 

 

Ⅱ．地方行政を取り巻く課題 ………………………………………………… 2 

（1）人口減少・高齢化の進展 ……………………………………………… 2 

（2）地方財政の展望と自治体の多様性 …………………………………… 3 

（3）行政需要の増加と広域化 ……………………………………………… 4 

 

Ⅲ．広域連携の必要性と活用を阻む要因 …………………………………… 6 

（1）広域連携の必要性 ……………………………………………………… 6 

（2）広域連携の活用を阻む要因 …………………………………………… 7 

 

Ⅳ．人口減少下で“行政サービスの持続可能性”を確保するために …… 11 

 

Ⅴ．持続可能な地域経営の実現に向けて …………………………………   12  

（1）住民の関心向上と理解の促進に向けて ……………………………… 12 

（2）圏域内の合意形成の促進に向けて …………………………………… 14 

（3）広域連携制度の充実に向けて ………………………………………… 17 

（4）フルセット型総合行政からの脱却に向けて ………………………… 17   

 

Ⅵ．おわりに …………………………………………………………………… 20 

 

別表 提言項目の整理 ………………………………………………………… 22 

 

2020 年度持続可能な地域経営のあり方委員会活動実績  ………………… 23 

2020 年度持続可能な地域経営のあり方委員会委員名簿  ………………… 24 

  
 

 



1 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

⚫ 新型コロナウイルス感染症への対応は、国・都道府県・市町村の役割分担

の明確化と相互の政策連携の必要性を露わにした。単独の地方自治体によ

る政策実施には限界があり、都道府県間や市町村間での広域視点による連

携を行い効果的な対策を実施した事例1がある一方で、既存の行政区画内

での対策に留まる地方自治体も多くみられた。 

 

⚫ 現在では、都道府県境を越えた通勤・通学が一般化し、生活必需品の購入

といった日常生活でさえ、居住する市町村内で完結することは稀である。

コロナ禍以前から、人口減少や少子・高齢化、過疎化は、財政状況の悪化

や行政サービスの効率性の低下を招き、地方自治体が単独であらゆる行政

課題に対応することを困難にしてきた。地域経営の充実を図るためには、

行政区画を越えて、限りある資源を最大限に活用する新たな地方行財政の

姿が求められている。 

  

⚫ 国は、市町村合併などによる一連の地方分権改革を通じて個々の地方自治

体の強化を図ると共に定住自立圏・連携中枢都市圏構想の提唱や広域連携

制度の充実に取り組み、地方自治体の広域連携を後押ししている。 

  

⚫ 本会も、2016 年 11 月に提言「住民が自らの選択と責任で創り上げる地方

自治 ―住民参画と広域連携による担い手の多様化に向けて― 」を発表し、

“戦略的連携”を掲げ、あらゆる分野で連携を進めるよう求めた。 

 

⚫ しかし、提言から 5 年近くが経過したものの、多くは住民票発行などの事

務の委託といった連携に留まっている。脱炭素社会の構築といった単独の

地方自治体では対処できない新たな課題も生じている中、地方自治体間で

政策連携を推進する必要が一層増している。 

 

⚫ そのため、本委員会では、人口減少や過疎化に直面する地方圏において行

政サービスの維持・継続を図るとの視点から、今回のコロナ禍を通じて得

 
1 埼玉県秩父地域の 1 市 4 町によるワクチン接種の連携や和歌山県主導による地域の実情に沿

った接種体制の構築、関西広域連合による医療資源・人材の融通といった好事例もあるが、

往来自粛要請をめぐる足並みの乱れなど、多くの地方自治体の間で連携不足による混乱が見

られた。 
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られた知見も踏まえ、あらためて広域連携の推進に向けた課題について検

討を深めた。必要な取り組みは多岐にわたるが、圏域視点の醸成を妨げて

いる選挙制度の改革、住民の受益と負担に対する意識の希薄化をもたらし

ている地方交付税制度の見直しなど、広域連携の活用に向けた取り組みを

提言する。 

 

 

Ⅱ．地方行政を取り巻く課題 

 

⚫ 人口減少や高齢化は、都市圏・地方圏を問わず、地方経済の停滞とそれに

伴う税収の減少を通じ、各地で行政サービスの維持に大きな影響を及ぼす。

特に、足元では、行政サービスの効率低下をもたらす過疎化・人口の低密

度化が進む地方圏で、より深刻な影響が生じている。 

 

⚫ 一方で、高齢化による医療・介護分野での行政需要の増加、住民の多様化

に伴う社会問題の高度化、感染症対策や産業振興に代表される政策課題の

広域化が進んでいる。国・地方を通じた財政状況の悪化も鑑みれば、特に

地方圏において、地方自治体が単独で行政サービスの持続可能性を確保し

続けることは極めて困難と言わざるを得ない。 

 

（１）人口減少・高齢化の進展 

⚫ 日本の総人口は、2008 年頃（1.28 億人）を境に減少に転じ、高齢化も急

速に進展しており、国立社会保障・人口問題研究所は、現状のまま推移す

れば 2053 年に総人口が 1 億人を下回ると推計2している。新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けた直近の出生数の低下3なども考慮すれば、人口

減少と高齢化の進展を前提として、地方行財政の将来像を考えていく必要

がある。 

 

⚫ 人口移動に目を転じれば、首都圏への一極集中の流れが続いている。コロ

ナ禍を受けて東京都への転入は減少しているものの、依然、大幅な転入超

過が続いている上、東京都からの転出の多くは関東近郊の都市への移動で

ある。また、地方圏の中でも政令指定都市や県庁所在地への人口集中が進

んでいる。すなわち、地方圏の小規模な地方自治体ほど深刻な人口減少に

 
2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」出生中位推計より 
3 厚生労働省「人口動態速報（令和 3 年 3 月分）」（2021 年 5 月 25 日）では、2020 年 4 月か

ら 2021 年 3 月までの出生数は 85.3 万人と前年比 4.2 万人の減少となっている。 
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直面しており4、こうした地域で行政サービスの提供を継続する方策が求

められている。 

 

 

 
 

（２）地方財政の展望と自治体の多様性 

⚫ 国・地方を通じたマクロベースでは、税収総額の約 6 割を国税が占める一

方、国による支出は歳出総額の 4 割程度にとどまっており、地方財政が歳

出の 6 割余りを担っている。この地方財政上の歳出・歳入額の不足を調整

するために、国税 5 税の一定割合を法定の原資とする地方交付税交付金制

度が設けられている。しかし、法定分では不足額を充足できないために、

国の一般会計からの特別加算などの措置が常態化している。 

 

⚫ 今般の新型コロナウイルス感染症対策に伴う累次の経済対策の実施により、

国・地方を通じた財政状況は一層悪化しているため、今後、財政健全化に

向けて地方交付税交付金の削減も含めた歳出改革が必要となってくる。 

 
4 日本創生会議 人口減少問題検討分科会「成長を続ける 21 世紀のために『ストップ少子化・

地方元気戦略』」（2014 年 5 月）は、896 市区町村が 2040 年に 20～39 歳の女性人口が現在

の半分の水準となる“消滅可能性都市”に該当し、そのうち 523 市町村が人口 1 万人未満の

小規模自治体と指摘する。 

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（2018 年推計）より 



4 

 

 

⚫ 一方、ミクロレベルでは、地方交付税交付金は、各地方自治体で標準的な

水準の行政サービスを実施するために必要となる基準財政需要額と、標準

的な税収入額に基づいて算出される基準財政収入額の乖離を調整すること

で、全国で一定以上の均質的な水準の行政サービスの実施に必要な財源を

保障している。 

 

⚫ 財政的自立を重視する観点に立てば、地方自治体は、国からの移転財源で

ある地方交付税交付金に依存せず、自主財源である地方税によって必要な

財源を賄うことが望ましい。しかし、実際には、大多数は地方交付税交付

金に依拠した財政運営を強いられており、人口や企業の偏在によって地方

自治体間には大きな財政力格差が生じている。 

 

⚫ 財政状況を表す財政力指数では、都道府県で唯一の不交付団体である東京

都が 1.18 であるのに対し、鳥取県や島根県、高知県などは 0.3 未満に過ぎ

ない。市町村間の違いはさらに大きく、同じ村であっても愛知県飛島村と

鹿児島県三島村では、2.21 と 0.07 と著しい財政力格差が生じている。 

 

⚫ 財政力以外の様々な面でも、市町村には大きな開きがある。全国で最も小

さな市町村である富山県舟橋村（3.47 ㎢）に対し、全国最大の岐阜県高山

市（2,178 ㎢）は 700 倍もの面積を有している。また、人口では、東京都

青ヶ島村（168 人）と神奈川県横浜市（約 375 万人）の間に 2 万倍もの開

きがある。 

 

⚫ こうした大きな違いが様々な面で存在するにもかかわらず、現在の地方行

財政制度では、地方交付税交付金による財源保障の下、同じ市町村として

基本的には同様の行政サービスを提供することが求められている。今後、

財政健全化の観点から地方交付税交付金の縮減が迫られた場合、十分な自

主財源を有しない地方圏の市町村では、行政サービスの継続が困難になる

事態が想定される。 

 

（３）行政需要の増加と広域化 

⚫ 高齢化による医療・介護サービスや子育て支援策などの人口減少対策、多

様化・複雑化する社会課題への対応、老朽化した公共インフラの更新・補

修など、地方自治体が提供する行政サービスの需要は増加が続いている。 
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⚫ 例えば、地方自治体が提供する社会保障に要する経費である扶助費は、近

年、一貫して増加を続けており、2019 年度には 14.9 兆円に達し、10 年前

と比較して 6 割以上も増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ また、都道府県・市町村の境を越えた通勤・通学や購買行動が一般化して

いる現在では、社会・経済的な人々の活動範囲（圏域）と行政区画との間

に大きな乖離が生じている。今般の新型コロナウイルス感染症への対応で

は、感染状況の把握、医療提供体制の確保、感染拡大抑止策などの取り組

みは、行政区画ではなく、人々の活動範囲に基づいて立案・実施されなけ

れば実効性を伴わないことが明らかになった。 

 

⚫ 社会・経済的な人々の活動範囲（圏域）の拡大は、行政サービスの受け手

の定義にも変更を迫っている。例えば、他市町村からの通勤・通学者が多

い中核都市や多くの交流人口を抱える観光地の地方自治体などでは、夜間

人口（住民）を前提に災害対策や公共インフラの整備を検討しても十分で

はなく、広域化・多様化した受け手の存在を念頭に置いた圏域視点での行

政サービスが必要となっている。 

 

総務省 令和 3 年版地方財政白書 
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⚫ 新型コロナウイルス感染症が終息したとしても、次なる感染症への懸念や

脱炭素社会の構築、訪日外国人観光客の回復、時間と場所にとらわれない

新しい働き方を前提とした産業振興策など、行政区画を越えて圏域視点で

対処する必要のある課題は枚挙にいとまがない。 

 

⚫ こうした増加・複雑化する行政需要に対し、対応にあたる地方公務員の数

は、足元こそわずかに増加しているものの、20 年前と比較すると大きく減

少している。現状に即した圏域単位の政策を効果的に進めるためには、自

治体職員が少数精鋭となり、行政区画単位での総合行政といった硬直化し

た発想から脱却しなければならない。人的資源の確保と同時に、政策創造

力を持つ人材育成という両面での対応が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ すなわち、国・地方を通じた財政健全化が求められる中、これからの地方

自治体は、限られた人的資源で増加を続ける行政需要に対応するとともに、

行政区画を越えた取り組みが必要となる様々な課題の解決を図らなければ

ならない。地方交付税制度による財源保障の下、自らの行政区画とそこに

居住する人々を対象に、個々の地方自治体が単独で課題に対処するという

これまでの地方行財政制度は限界を迎えている。 

 

Ⅲ．広域連携の必要性と活用を阻む要因 

 

（１）広域連携の必要性 

⚫ 人口減少と高齢化に直面する地方圏において、行政区画を越える人々の日

常生活を支える行政サービスを維持するには、限られた財源や人材を圏域

視点で効率的に活用する必要がある。特に、多くの市町村で慢性的に不足

 

総務省 HP 地方公務員数の状況より 
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している土木・建築や林業などの技術系職員、行政のデジタル化を支える

専門人材の活用は、行政サービスを維持する上で大きな課題となっている。 

 

⚫ 民間企業では、デジタル化やグローバル化などの環境変化に対応し、限ら

れた経営資源を有効に活用して企業価値の最大化を図るべく、M&A や業

務提携を活発に推進してきた。地方自治体による圏域視点での連携を民間

企業の経営に置き換えれば、顧客の動向に応じて関係企業とのアライアン

スを模索し、「規模の経済」と「範囲の経済」の両面から効率性の向上と

付加価値の創出を図る取り組みである。 

 

⚫ 地方自治体は様々な行政サービスを実施しており、それぞれの対象となる

社会・経済的な人々の活動範囲（圏域）は異なっている。十分とは言えな

いものの、平成の大合併を経て基礎自治体である市町村の規模がある程度

拡大した現在の状況では、行政サービスの内容に関わらず行政区画を拡大

する市町村合併は分野によっては非効率を招く恐れもある。 

 

⚫ そのため、行政サービスの提供を継続していくためには、行政区画に固執

することなく、それぞれの内容に沿って柔軟かつ多様で広い視点での広域

連携を実施していくことが現実的な解決策である。単独での行政サービス

の維持が難しくなっている現状を真摯に受け止め、住民に身近な基礎自治

体により多くの権限・財源を委ねる近接性の原則と、基礎自治体では担う

ことが困難な場合に限り上位の団体に委ねる補完性の原則に従い、自治体

間連携に積極的に取り組むことが求められる。 

 

（２）広域連携の活用を阻む要因 

⚫ 民間企業が業務効率化を進める場合、まず、業務の量的拡大や同一業務の

集約、人的資源の共有などによる「規模の経済」の追求を図ることが多い。

地方自治体でも、事務の委託や一部事務組合による行政事務の集中処理が

図られている。一方、民間企業の合弁事業のように、企画運営を共同化し

て多角化や事業領域の拡大によって付加価値創出を図る「範囲の経済」を

追求する動きは限られている。 

 

⚫ 現在、地方自治法は 7 類型の広域連携制度を定めている5ものの、地方自治

 
5 「連携協約」、「協議会」、「機関等の共同設置」、「事務の委託」、「事務の代替執行」、「一部事

務組合」、「広域連合」の 7 類型。 
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体で実施されている連携内容は、住民票発行などの定型的な事務の委託が

多く、都市計画や地域版総合戦略の共同策定といった政策の企画立案を含

む根幹業務の連携には至っていない。 

 

 

【参考資料】広域連携の仕組み  ＊下記の図・推移は総務省㏋資料より抜粋 

⚫ 総務省調査によれば、現在の地方自治法が

定める連携協約、協議会、機関等の共同設

置、事務の委託、事務の代替執行、一部事

務組合、広域連合の 7 類型のうち、事務の

委託が 6628 件に対し、政策連携につなが

る広範な連携を図る広域連合は 116 件に留

まっており、直近の運用状況の推移を見てもこの傾向は変わっていない。 

 

⚫ 広域連携の 7 類型にはそれぞれ長所と短所が存在するが、総じて意思決定を制約され

ることが障害となっている。 

 

運用状況の推移 H30年 H28年 増減
連携協約 319 175 144
協議会 211 202 9
機関等の共同設置 445 443 2
事務の委託 6628 6443 185
事務の代替執行 3 2 1
一部事務組合 1466 1493 -27
広域連合 116 116 0

※調査は隔年実施。一部事務組合の減少

は組合の統合によるもの。 
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①政治・行政における合意形成の難しさ 

⚫ その要因の一つとして、合意形成の困難さが挙げられる。総合行政の枠組

みの下、地方自治体は、近隣の地方自治体と人口や企業誘致をめぐる競争

を強いられている。そのため、現制度の下での広域連携は、競争相手であ

る近隣の市町村に利益を与えると同時に、自らに不利益をもたらすゼロサ

ムゲームとなる色彩を帯びている。 

 

⚫ また、日本の地方自治体の二元代表制は、行政区画内に居住する住民の意

向を強く反映する一方、通勤・通学などを通じて関りを持つ圏域の人々の

意向を十分に反映できない制度的特徴を有している。圏域全体を見通した

マクロ的な視点が乏しく、狭い地域的利害を重視する結果、短期的な政策

運営に陥りやすい弊害が生じている。 

 

⚫ その一因は、現行の選挙制度に起因している。住民の直接選挙によってた

だ一人選出される首長の関心は、自らを選出した行政区画内に限られる。

また、大選挙区制6により選出されることが多い基礎自治体の議員は全体

の利益よりも自らを支持する一部の有権者の動向を意識せざるを得ない。 

 

⚫ さらに、行政組織内では、フルセット型の総合行政を前提にこれまで取り

組んできたため、それぞれの地方自治体で独自の業務処理手続きが形成さ

れている。その結果、業務フローの変更が必要となる他自治体との連携に

対し、庁内でも合意を得ることが困難となっている。 

 

②財源保障機能の逆機能 

⚫ 第二の要因として、各地方自治体のフルセット型行政を担保してきた地方

交付税制度がもたらす弊害が挙げられる。地方交付税交付金による財源保

障機能は、全国で均質的な行政サービスの実施を可能としてきた。しかし、

人々の活動範囲の拡大や行政課題の高度化・複雑化は、行政区画ではなく、

受け手を起点として行政サービスの供給のあり方を検討する必要をもたら

している。 

 

 
6 一つの選挙区から複数名を選出する選挙制度の総称。日本の市町村議会の選挙では、全域を

一つの選挙区として設定している場合が多いにも関わらず、有権者が投じる票数を一票に限

っているため、下位当選者は有権者総数に比して著しく少数の得票で当選している場合が多

い。 
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⚫ 先述の通り、地方自治体は財政力や人口・面積・立地などの様々な面で大

きな違いがあり、同じ都道府県や市・町・村であっても一律に扱うことは

できない。現在の地方交付税制度は、国が定める政策を前提に、標準的な

水準の行政サービスを実施するために必要となる財源を保障している7た

め、連携による「規模の経済」や「範囲の経済」を追求するインセンティ

ブを弱めている。 

 

⚫ なお、国が政策決定と財源確保を担い、地方自治体に政策実施を委ねる集

権的分散システム8には、現場の課題にそぐわない政策決定がなされる弊

害がつきまとう。一方で、全国一律で迅速に処理されるべき政策では、現

場の業務フローが多様化していることによる弊害に直面することとなる。

例えば、今般の新型コロナウイルス感染症をめぐって実施された特別定額

給付金の支給やワクチン接種では、国が政策を決定して必要な財源を保障

したものの、地方自治体の政策実行能力の差により実施過程で様々な混乱

が生じた。 

 

③住民の関心不足と効果の見えにくさ 

⚫ 第三に、地方自治体の行財政運営に対する住民の関心不足が挙げられる。

地方交付税交付金制度による財源保障機能は、連携に取り組まなくとも、

地方圏での全国標準での行政サービスの実施を可能としてきたうえ、住民

が自らの税負担以上の便益を享受することを常態化してきた。 

 

⚫ 通勤・通学などで行政区画を超えた生活が一般化しているにもかかわらず、

地方交付税交付金の基準財政需要の算定にあたっては、人口（住民＝夜間

人口）が大きな比重を占めているため、昼夜間人口差が大きな都市ほど、

実際の財政需要と算定額との間に乖離が生じている。これらの都市では、

企業集積によって税収が確保されるため、都市の住民がこの乖離に関心を

持つことは少なく、都市部も地方圏でも各行政サービスの受益と負担の関

係が見えにくくなっている。 

 

 
7 地方交付税交付金は地方自治体が使途を自由に定められる一般財源とされる。しかし、義務

教育費国庫負担が教職員給与の 1/3 にとどまっていることに代表される通り、国が地方自治

体に義務付けている歳出が多い現状では、実質的に地方交付税交付金の使途も制約されて

いる。 
8 東京大学 神野直彦名誉教授が提唱した戦後の行財政構造の特徴を示す概念。一般に、国より

も地方の歳出規模が大きい財政構造を分散型と呼ぶが、政策立案や税率決定などの面で地

方自治体が強く制約されているため、集権的分散システムと名付けられた。 
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⚫ その結果、住民一人ひとりが、現在実施されている各種の広域連携が行政

効率を高めているか否かを理解し、問題意識を持って首長や議会に声を上

げるのが難しい状況に陥っている。例えば、定住自立圏構想・連携中枢都

市圏構想として、これまでに全国で計162圏域が組織されている9ものの、

それらの行財政上の効果やそのメリット・問題点を判断する指標はなく、

住民から改善を求めていく機運が生じにくい。 

 

 

Ⅳ．人口減少下で“行政サービスの持続可能性”を確保するために 

 

⚫ 国・地方を通じた財政状況の悪化の下、地方交付税交付金制度が支えてき

た個々の地方自治体が単独であらゆる行政課題に対応するフルセット型総

合行政は限界を迎えている。特に、人口減少と高齢化に直面する地方圏で

は、行政区画を越える人々の日常生活を支える行政サービスを維持するた

めに、限られた財源や人材を効率的に活用する必要がある。 

 

⚫ 人々の活動範囲の拡大や行政課題の高度化・複雑化が、行政区画ではなく、

受け手を起点として行政サービスの供給のあり方を検討する必要をもたら

している以上、単独の地方自治体での運営に固執せず、圏域視点での政策

立案や業務効率化に取り組まなければならない。 

 

⚫ 人口減少下で重視すべきは、地域住民とのコミュニケーションを図り、彼

らの生活を支えるために真に必要な行政サービスを確実に提供し続けるこ

とであり、現在の行政組織や行政区画の存続ではない。 

 

⚫ 民間企業では、創業の事業であっても、他社への売却や市場からの撤退と

いった決断を行う場合がある。消費者・従業員・株主などのステークホル

ダーに対して、雇用や収益の維持といった責任を果たすために、経営者は

苦渋の決断を下さなければならない。 

 

⚫ 地方自治体においても、人々の生活を支えるために必要な行政サービスを

提供し続けるには、経営上の厳しい決断が求められる。あることが望まし

いサービスを基準とするのではなく、なければ住民生活が立ち行かなくな

るサービスは何かという視点から、自らの行政事務の棚卸しを行う必要が

 
9 定住自立圏 128 圏域、連携中枢都市圏 34 圏域が組織されている（2021 年 3 月現在）。 
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ある。その際には、これまで培ってきたフルセット型総合行政の発想から

脱却するとともに、受益と負担の観点から過疎集落などでは“勇気ある撤

退”を視野に入れた行政サービスのあり方の再定義や最適化を行う必要が

ある。 

 

⚫ 人口減少下で求められる地域経営とは、厳しい現状を直視し、行政区画や

区域にとらわれない自由な連携によって、人々の生活を支えるために必要

な行政サービスを将来にわたって提供し続ける責任を果たすことである。

今後の財政悪化といった課題への対策を独力で見出せない地方自治体は、

躊躇なく広域連携や都道府県による補完へと踏み出すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．持続可能な地域経営の実現に向けて 

 

⚫ 人口減少下で求められる地域経営を実現するための鍵は、広域連携のさら

なる活用である。厳しい現状を踏まえれば、広域連携は今後の自治体経営

にとって必須である。活用を阻んできた要因を取り除き、一層の活用を図

るため、以下の取り組みを提言する。 

 

（１）住民の関心向上と理解の促進に向けて 

①将来リスクの明確化と住民とのリスクコミュニケーション 

⚫ 生産年齢人口の減少により税収が減る一方、ライフスタイルの多様化に伴

い複雑化・多様化する住民・地域ニーズへの対応や頻発している自然災害

への対応、中長期的な防災対策などにより、今後の行政サービス需要は増

加する。 

 

⚫ 持続可能な行政サービスを維持していくためには、行政需要の増加といっ

た将来リスクを十分に把握・認識した上で、自らの財政状況・施設・人員

といった経営資源とを照らし合わせ、自治体の運営計画を策定する必要が

人口減少下で求められる地域経営 

厳しい現状を直視し、行政区画や組織にとらわれない自由な連携に取り

組み、人々の生活を支えるために必要な行政サービスを将来にわたって

提供し続ける責任を果たす。 
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ある。地方自治体は、将来の人口減少と高齢化の進展、大規模な自然災害

や景気後退などを織り込んだ複数シナリオからなる「財政の長期展望」を

示すべきである。 

 

⚫ 併せて、多くの地方自治体が策定している「総合計画」において、様々な

リスク要因が顕在化した場合の対応を示す必要がある。民間企業では、事

業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、事業へ与える影

響の内容、その対応策についてステークホルダーへの説明が必要となった

10。地方自治体においても、想定するリスクに応じて採用するべき政策を

検討し、複数シナリオの総合計画を描くことにより、住民とのリスクコミ

ュニケーションを強化することを期待する。 

 

⚫ なお、地方自治体のうち都道府県と政令指定都市については、2020 年度の

地方自治法改正により「内部統制体制の整備」（地方自治法 150 条第 1 項）

が義務付けられ、行政執行にリスクマネジメントが組み込まれている。し

かし、それ以外の市町村については努力義務に留まっているため、国は、

早急にすべての地方自治体を対象に、「内部統制体制の整備」の義務化を進

めるべきである。そのうえで、財務に関する事務と同様、総合計画も内部

統制対象事務とすることで、将来リスクの適切な反映や計画の進捗管理の

妥当性などの評価・公表を促すべきである。 

 

⚫ また、住民の当事者意識を高める、住民協議会の設置11や、総合計画への

外部団体などによる監査の導入や近隣の地方自治体による策定段階からの

意見交換などを進めるべきである。 

 

②広域連携効果の見える化 

⚫ インフラの整備・維持が必要となる上、地域の人口密度が料金に大きな影

響を及ぼす上下水道などの公共料金は、一般会計からの繰り入れによって

受益と負担の関係が不透明になっている場合が多い。そのため、中長期的

 
10 2015 年 5 月 1 日の「会社法の一部を改正する法律」の施行によりコーポレートガバナンス

が強化され、また 2019 年 1 月 31 日には内閣府令第 3 号「企業内容等の開示に関する内閣

府令の一部を改正する内閣府令」が公布された。 
11 住民の政策策定プロセスへの参加は、東京都三鷹市が 2001 年の総合戦略策定に際し、公募

により検討組織を設置したことが始まりと言われる。本会では、2016 年 11 月に発表した

提言「住民が自らの選択と責任で創り上げる地方自治—住民参画と広域連携による担い手の

多様化に向けて—」にて、各基礎自治体に無作為抽出で選択した住民による住民協議会を付

属機関として条例で設置することを提言している。 
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に見れば広域化により事業効率が高まる場合であっても、その効果を地域

住民が実感することが困難になっている。 

 

⚫ まず、各地方自治体が原価を含めた料金内訳を分かり易く示し、地域住民

が現状の料金内容を正しく理解する必要がある。例えば、都道府県が簡略

的な公共料金の原価開示基準を設け、各自治体が同一基準により公共料金

の原価構造を明らかにするといった自治体での公共料金設定の標準化・透

明化を図るべきである。その上で、地域住民や議会において自治体間のコ

スト差や広域連携の効果についての議論を行うことが求められる。 

 

⚫ 一方、都市計画といった根幹業務での政策連携の場合は、連携効果が中長

期的かつ圏域形成による経済効果といったマクロ的な面もあり、具体的な

効果を事前に算定しにくい。圏域効果の見える化のために、総務省からは

第 32 次地方制度調査会答申で指摘された「地域の未来予測」を広域の

「地域の未来予測」として自主的に活用することが示されているが12、自

主性に任せず、都道府県が積極的に「圏域の未来予測」の作成を主導すべ

きである。さらに圏域間での未来予測の比較を行うといった活用方法も必

要である。 

 

（２）圏域内の合意形成の促進に向けて 

①地方自治体間の信頼関係の醸成 

⚫ 地域政党や公営企業などの行政区画域を跨ぐ様々なアクターが行政区画を

越えた共通利益を代弁することにより、自治体間の合意形成を促進する場

合も考えられる。ただし、地方自治体における合意形成の担い手は、本来、

首長と地方議会議員であり、今後、選挙に際しては、広域連携や圏域視点

での行政運営に対するそれぞれの考えを住民に示すことを強く求めたい。 

 

⚫ 一方で、首長や地方議会議員は、選挙区外で実績を上げても、有権者の支

持獲得には直接的に結びつかないため、行政区画や選挙区を優先する傾向

が拭えないのも現実である。それに対して、地域政党は、個々の地方自治

体の行政区画を跨いで政治活動を行っている。政党という単位であれば、

ある地域の実績への高い評価が他地域での得票にも繋がるため、圏域全体

を見据えた政策に取り組む誘因が生じる。 

 
12 総務省「地域の未来予測に関する検討 WG」にて、「地域の未来予測」のあり方について、

その基本的な考え方をはじめこれを踏まえた地域における「目指す未来像」の議論のあり

方等について検討が行われ、令和 3 年（2021 年）3 月に報告書が出されている。 
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⚫ 地域政党を基礎自治体間連携の担い手として機能させるためには、個人本

位からより政党本位の選挙へと移行する地方選挙制度改革が必要である。

そのため、例えば、非拘束名簿式比例代表制や中選挙区制13など、現行の

地方議会選挙制度よりも相対的に政党を軸とした投票を促す制度へと選挙

制度の改革を図るべき14である。なお、国政選挙においても、地域の利害

を超えた広域視点での政策論争が行われるよう選挙制度の改革を検討する

必要がある。 

 

⚫ また、地方自治体の枠に捉われずに行政区画が異なる住民を顧客として持

ち、公共交通や水道事業、廃棄物処理といったサービスを提供している公

営企業も、行政区画を越えた自治体連携の端緒となり得る。 

 

⚫ これまで、フルセット型の総合行政が志向される中で、多くの公営企業は

設置した地方自治体の行政区画内のみでのサービス提供に留まっており、

地方自治体間をつなぐ橋渡し役とはなっていない。 

 

⚫ これらの要因のひとつは、公営企業の経営が地方自治体の事業の一つとし

て行われていることにある。公営企業が自治体間連携の基盤となるために

は、各地方自治体から独立した形で広域かつ公平な視点に基づいて経営が

行われることが重要である。そのため、各地方自治体が公営企業を設置し

て首長がトップに就任するのではなく、複数の地方自治体による共同設置

と経営者の外部招聘などを義務付けする必要がある。 

 

⚫ また、地域に根差した活動を行い、地域を横断した独自のネットワークを

有する地元経済界が地方自治体を繋ぐ役割を担うことも重要である。各地

経済同友会との連携や共同事業を通じて、我々もこうした活動を後押しし

 
13 本会では、2012 年 4 月に発表した提言「地方議会の改革について」において、都道府県議

会には大選挙区完全連記制を、市町村議会は多くが現在採用している全域をもって一選挙

区とする大選挙区単記制を改めて複数選挙区を設ける中選挙区制の導入を提言した。いず

れも現制度に比して政党の役割を強める選挙制度である。本提言で例示した非拘束名簿式

比例代表制も含め、地方議会の選挙制度改革や政党の役割に関する検討が行われることを

期待する。 
14 地方自治体の構造上、議会よりも首長が意思決定に大きな影響力を有しているため、首長  

も政党を基軸に選出されることが望ましいが、直接選挙で一人を選出する以上、現行制度

に代わる選挙制度は考えにくい。ただし、地方自治体の意思決定は議会の議決を経る必要

があり、政党を軸とした議会が圏域視点での政策を志向する場合は首長もその影響を受け

ると考えられるため、本提言では地方議会の選挙制度を突破口の一つと捉えている。 
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ていきたい。なお、地方自治体には、地域内のさまざまな組織と連携・情

報交換を図ることはもとより、それら組織の有するネットワークを活用す

ることで、行政区画を越えた広域的な視点で行政課題に対処する視点を持

っていただきたい。 

 

②補完性の原則に基づく都道府県のコミットメント 

⚫ 広域連携の形成を妨げる要因の一つとして、企業や住民の誘致をめぐって

ライバル関係にある近隣自治体同士で思惑が交錯し、十分な信頼関係が築

けていないことが挙げられる。 

 

⚫ 市町村連携の第一歩は相互の信頼であり、関係構築に向けて、都道府県が

圏域視点での連携の調整役となることを期待する。具体的には、都道府県

が主導して、市町村の首長や職員といった多層な階層でのコミュニケーシ

ョンの場15を設置すべきである。 

 

⚫ また、行財政基盤が脆弱な圏域では、都道府県が市町村の事務を実施する

垂直連携の推進が必要である。そのため、地方自治法 252 条 17 の 2（条例

による事務処理の特例）は、各地域の事情に応じて、市町村長から都道府

県知事への逆方向の権限移譲も行えるように改正すべきである。 

 

⚫ なお、国は、都道府県間の連携や都道府県境を跨いだ市町村連携の推進を

積極的に支援すべきである。都道府県間の意思疎通の緊密化や経済活動の

実態に沿った広域連携の形成を期待する。 

 

③国・都道府県による広域連携モデルの提示 

⚫ 平成の大合併の終了から 10 年が経過し、地方分権の担い手としての基礎

自治体の強化から、圏域視点による行政サービスの持続可能性の確保へと

課題が変化している。すでに地方自治法において 7 類型の広域連携制度が

整備されており、事務事業の効率化に向けた連携の可能性は大きく広がっ

ている。一方で、市町村の自主性に委ねるだけでは、行政サービスの維

持・継続が難しくなることも考えられる。そのため、市町村による広域連

携制度の一層の活用を推進するために、国・都道府県による積極的な関与

を求める。 

 
15 奈良県では、県内の全市町村長が一堂に会し行政課題について意見交換・情報共有を行う

「県・市町村長サミット」を定期的に実施している。 
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⚫ 平成の大合併16では、旧自治省が 1999年に「市町村合併の推進についての

指針」を発表し、各都道府県が市町村合併の目安を提示した。同様に、

国・都道府県が再度リーダーシップを発揮し、市町村が検討する際の参考

や目安となる事業単位での広域連携のパターンなどを示す広域連携モデル

を都道府県が策定するとともに、国による広域連携への財政支援を進める

べきである。 

 

（３）広域連携制度の充実に向けて 

⚫ 地方自治法が定める広域連携の 7 類型の中でも、「広域連合」は、地方自

治体の事務のうち広域で処理することが適当なものについて、広域計画を

作成して総合的かつ計画的に広域行政を推進する仕組みである。広域計画

では、広域連合自身が処理する事務だけでなく構成団体の事務を盛り込む

こともできるため、広域連合は圏域視点での政策連携を推進する上で有効

な仕組みであり、積極的な活用が望まれる。 

 

⚫ ただし、広域連合の意思決定は広域連合議会議員の議決によることとされ

ており、制度上は住民の直接選挙による議員選出も可能だが、多くは構成

する地方自治体の議会から選出されている。また、広域連合の財源は、構

成自治体の賦課金（負担金）に依存しており、意思決定と財政運営の両面

で独立した運営とはなっていない。その結果、圏域として有益な施策であ

ったとしても、一部の利益に反する場合には合意形成が困難な制度となっ

ている。 

 

⚫ そのため、構成団体の個別利害を超えて全体最適の視点から政策の立案や

実施が行えるように、広域連合の独立性を強化する必要がある。具体的に

は、広域連合議会の議員を直接選挙とする、広域連合を対象とした補助金

等を創設して財政基盤の強化を図るなどの措置を講ずべきである。独自の

政策立案・実施の能力を備えることで、広域連合に対する住民の関心も高

まり、圏域視点での政策連携が加速することが期待される。 

 

（４）フルセット型総合行政からの脱却に向けて 

 
16 国は、1990 年代からの地方分権を進める中で、その受け皿となる基礎自治体の強化を図る

ため、1999 年に都道府県知事に対して「市町村の合併の推進についての指針」を示し、い

わゆる平成の大合併を推進した。その結果、1999 年に 3,232 あった市町村数は、2010 年に

は 1,727 にまで減少した。 
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①国と地方の役割分担の明確化 

⚫ 集権的分散システムと呼ばれる現在の地方行財政制度の下では、政策立案

と財源保障を担う国と、政策実施を行う地方自治体の間で、行政サービス

の責任の所在があいまいになっている。その結果、地方自治体の責任意識

や住民の行政コスト意識が希薄化し、行政サービスの効率化に向けた動き

が妨げられていることから、広域連携の推進には、国と地方自治体の役割

分担の明確化が必要である。 

 

⚫ 地方分権一括法17による地方自治法改正により、国と地方の役割分担につ

いて、国は、国家の存立に関わる事務、全国的に統一して定めることが望

ましい事務、全国的な規模・視点で行う必要のある施策・事業の実施を重

点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることとされた。

改正以来、20 年が経過し、人口減少が一層加速するなどの大きな環境変化

も生じていることを踏まえれば、あらためて国と地方の役割分担を検討し、

より明確な指針を定める必要がある。そのため、専門会議を設置し、デジ

タル化の進展と人口減少時代に即した国と地方の役割分担の検討を早急に

開始すべきである18。 

 

②地方交付税制度の抜本改革 

⚫ フルセット行政の維持を前提とした地方交付税制度の改革が必要である。

国と地方の役割分担の再検討に併せて、現行のきめ細かい財源保障を前提

とした地方交付税制度のあり方を見直さなければならない。地方自治の本

来の趣旨に鑑みれば、税源移譲などによって歳入・歳出の両面で各地方自

治体が自立していくことが望ましいが、税源の偏在が激しく人口減少が進

む中では両立を図ることが難しい以上、まず、歳出における自治の確立に

努めるべきである。 

 

⚫ そのため、国による補助金を整理し、役割分担に応じて必要な事業につい

ては補助金額の拡充を図るとともに、歳出額の保証から歳入額の保証へと

地方交付税の機能を改めていくべきである。 

 

 
17 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（1999 年 7 月 16 日公布） 
18 「経済財政運営と改革の基本方針 2021 」では、主に感染症対策で直面した国と地方の

役割分担等の課題について、地方制度調査会等による検討に取り組むと記載している

が、感染症対策に留まらず、持続可能な地域経営といった俯瞰した視点で国と地方の

役割分担について包括した議論を行うべきである。 



19 

 

⚫ 具体的には、国は地方自治体間の財源格差などを考慮し、原資を確保した

上で、人口・面積などの簡素化かつ客観的な基準によって各地方自治体へ

の地方交付税交付金額を算出すべきである。 

 

⚫ これにより、地方自治体は、今後の交付金額を見通すことができるととも

に広域連携などの工夫を行うことによって効率化・経費削減などを実現し

た場合には他の使途に充当することも可能となり、自らの創意工夫によっ

て財源を有効に活用する財政マネジメントへの責任が生じる。 

 

⚫ ただし、地方交付税の仕組みは非常に複雑であり、地方税制度なども含め

た総合的な視点が必要である。またコロナ禍による国や地方財政の逼迫の

立て直しといった新たな課題へ対応するため、上記役割分担の検討と併せ、

総理直轄による公開の新たな会議体を組織し、歳入のあり方を含めた抜本

改革に向けた議論を早急に開始すべきである。 

 

③デジタル化の推進 

⚫ 2019年 7月発表の提言「デジタル化時代に向けた地域経営改革」に記載の

通り、業務プロセスの標準化や情報システムの標準化・共通化は連携の基

盤であり、先進事例の横展開を図る必要がある。 

 

⚫ すでに連携中枢都市圏などでは、中心市が構築した広域防災システムを周

辺市町村が共同利用し、システム導入コストの負担軽減や地域データの一

元管理により、地域防災効果を高めるといった事例19も出てきている。一

方で、新型コロナウイルス感染症対応では、行政区画を越えたワクチン接

種情報や供給情報のリアルタイム共有、病院のネットワーク化などの面で

遅れが指摘されている。また、特別定額給付金の手続きをめぐり、多くの

地方自治体で混乱が生じたように、依然として、地方自治体のデジタル化

は喫緊の重要課題である。 

 

⚫ なお、国は、デジタル庁を設置した他、広域連携の活性化にも繋がる地方

公共団体の情報システムの標準化などに努めている。この動きに期待する

とともに、広域連携の推進にあたってはデジタル化と業務プロセスの標準

化が重要であり、引き続き進捗を注視していく。 

 
19 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏では、高松市で構築した広域防災データ連携・利活用基盤

を周辺２市町（観音寺市・綾川町）での共同利用を開始している。 
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④政策創造力を備えた人材の育成 

⚫ デジタル化の進展による地方自治体の業務や組織の変化は、事務に携わる

職員の負担軽減をもたらすと期待される。事務処理から離れた人材を活用

していくためには、一人ひとりの職員が政策創造力を備えた存在となるよ

うに人材育成を図ることが重要である。 

 

⚫ まず、首長がリーダーシップを発揮して、行政組織内での人材育成の方向

性や職員に求められる能力を示し、自分ごととして人的資源の強化に取り

組む必要がある20。特に、将来を担う中堅・若手職員の育成が重要であり、

民間企業との積極的な人材交流による現場目線の強化などに取り組むべき

である。また、他の地方自治体の職員とともに学ぶ研修も有効な施策の一

つであり、自治大学校や全国市町村国際文化研修所（JIAM）などの研修

機関が一層活用されることを期待する。 

 

⚫ 他方、デジタル化や法務などの高度な専門知識を要する人材の育成には時

間を要する上、小規模な地方自治体では、組織内で高度専門職のキャリア

形成を図ることが難しい。そのため、民間人材の活用に加え、複数の地方

自治体による共同採用などを行い、速やかな政策展開を図るべきである。 

 

Ⅵ．おわりに 

 

⚫ 国と地方の役割分担や広域行政の必要性は、これまでも議論が重ねられて

きたが、住民には直接的なデメリットが生じていないこともあり、結論は

先延ばしにされてきた。しかし、今回の新型コロナウイルス感染症対策を

めぐり、広域連携の必要性が一気に顕在化した。これは改革を進める大き

なチャンスであり、選挙制度や地方交付税制度などの地方行財政の根幹を

担ってきた諸制度の改革に大きく踏み出すべきである。 

 

⚫ 地方自治体は、国からの支援なくしては持続可能性が見出せない厳しい現

実を直視し住民への適切な情報開示を行い、危機感を住民と共有した上で、

住民への行政サービスの維持を最優先とし、自らの既得権益を返上するこ

 
20 本会では、2015 年 2 月に発表した提言「知事・市町村長は“地域経営者”となれ―統一地

方選の重要争点とすべき 5 つの取り組み―」において、知事や市町村長自らが人事戦略に関

与すべきと提言するとともに、政策運営と相互作用を生む人事戦略の策定を各自治体に求

めている。 
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とになる広域連携やさらには一定の人口規模を確保する市町村合併といっ

た自らの痛みを伴う再編も必要に応じて検討すべきである。 

 

⚫ 例えば、コンパクトシティに向けて住民に直ちに中心地への転居を求める

のは酷であるが、状況は差し迫っていて猶予がないことも事実である。10

年後に直面する厳しい将来を見据え、複数のリスクシナリオに基づいた

「総合計画」を住民に示し、長期的な行政サービスの縮小や過疎集落から

の撤退なども含めたまちづくりの選択肢を検討していかなければならない。 

 

⚫ なお、本提言では、今回、人口減少や高齢化の影響を強く受ける一番のボ

リュームゾーンである地方圏の自治体に焦点を当てたが、他の地域でも持

続可能性をめぐる様々な課題が生じている。離島などでの行政サービスの

あり方や受益と負担の不一致の影響を顕著に受ける都市圏の政令指定都市

や特別市構想、繰り返し検討されてきた道州制についても、国と地方の役

割分担や地方交付税制度の検討を今後進める中で、議論を深めていく必要

がある。 

 

以上 
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＜別表 提言項目の整理＞ 

 

⚫ 本提言は、各課題について、国・都道府県・基礎自治体（市町村）・住民

に提言を行っているため、対象ごとに行うべき取り組みを別表に整理した。 

 

 

 

取り組み主体 具体的な取り組み項目

国

【住民の関心向上と理解の促進に向けた取り組み】
・すべての地方自治体を対象とした「内部統制体制の整備」の義務化。
・「総合計画」を内部統制対象事務とし、将来リスクの適切な反映や計画の進捗管理の妥当性などの評価・公表。
【圏域内の合意形成の促進に向けた取り組み】
・個人本位からより政党本位の選挙へと移行する地方選挙制度改革。
・複数の地方自治体による公営企業の共同設置と経営者の外部招聘などを義務化。
・地方自治法252条17の2（条例による事務処理の特例）の改正。
・都道府県間の連携や都道府県境を跨いだ市町村連携の推進。
・広域連携への財政支援。
【広域連携制度の充実に向けた取り組み】
・議員の少なくとも半数を直接選挙とし、広域連合を構成している議会の独立性を強化する制度改定。
・広域連合を対象とした補助金等の創設。
【フルセット型総合行政からの脱却に向けた取り組み】
・デジタル化の進展と人口減少時代に即した国と地方の役割分担の検討をするための専門会議の設置。
・歳出額の保証から歳入額の保証へと地方交付税の機能を改定。
・人口・面積などの簡素化かつ客観的な基準による各地方自治体への地方交付税交付金額の算出。
・歳入のあり方を含めた抜本改革に向けた議論の為の総理直轄による公開の新たな会議体の組織。
・業務プロセスの標準化とデジタル化の継続推進。

都道府県

【住民の関心向上と理解の促進に向けた取り組み】
・簡略的な公共料金の原価開示基準を設け、基礎自治体の公共料金設定の標準化・透明化。
・基礎自治体の「圏域の未来予測」の作成および圏域間での未来予測の比較実施の主導。
【圏域内の合意形成の促進に向けた取り組み】
・市町村の首長や職員といった多層な階層でのコミュニケーションの場を設置し、圏域視点での連携の調整。
・市町村が検討する際の参考や目安となる事業単位での広域連携のパターンなどを示す広域連携モデルの策定。
【フルセット型総合行政からの脱却に向けた取り組み】
・行政組織内での人材育成の方向性や職員に求められる能力を示し、自分ごととして人的資源の強化を実施。
・高度な専門知識が必要となる分野では民間からの外部人材の活用や共同採用の実施。

市町村

【住民の関心向上と理解の促進に向けた取り組み】
・住民協議会の設置 や総合計画への外部団体による監査、近隣の地方自治体による策定段階からの意見交換。
・将来の人口減少と高齢化の進展などを織り込んだ複数シナリオからなる「財政の長期展望」の策定。
・想定するリスクを織り込んだ複数シナリオの総合計画を描き、住民とのリスクコミュニケーションを強化。
【圏域内の合意形成の促進に向けた取り組み】
・地域内のさまざまな組織と連携・情報交換を図りネットワークを活用。
【フルセット型総合行政からの脱却に向けた取り組み】
・行政組織内での人材育成の方向性や職員に求められる能力を示し、自分ごととして人的資源の強化を実施。
・高度な専門知識が必要となる分野では民間からの外部人材の活用や共同採用の実施。

地域住民
民間企業
議員

【住民の関心向上と理解の促進に向けた取り組み】
・地域行政に興味を持つ。自治体間のコスト差や広域連携の効果に関する議論の実施。
【圏域内の合意形成の促進に向けた取り組み】
・首長や地方議会議員は選挙において、広域連携を含めた圏域での具体的な行政効率化政策を提示。
・地域を横断した独自のネットワークを有する地元経済界による地方自治体の連携推進。

別表（主体ごとの取り組みリスト）
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2020 年度 持続可能な地域経営のあり方委員会 活動実績  

 ※所属、役職は当時 

日程 会合名等 テーマ・講師等 

2020.7.2 第 1 回正副

委員長会議 

「持続可能な地域経営のあり方委員会 」 活動 の方向性 について 

2020.7.6 第 1 回 

会合 

「持続可能な地域経営のあり方委員会 」 活動 の方向性 について 

2020.8.5 第 2 回 

会合 

「自治体の経営改革の展望と COVID-19 対応で見えてきた課題」 

金井利之 東京大学大学院 法学政治学研究科教授 

2020.9.15 第 3 回 

会合 

「地方財政改革の展望とコロナ対応で見えてきた課題」 

土居丈朗 慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所上席研究員 

2020.10.21 第 4 回 

会合 

「地方自治制度と分権改革の歩み」 

髙橋 滋 法政大学法学部教授 

2020.11.25 第 5 回 

会合 

「地方財政改革の展望と課題」 

浅羽 隆史 成蹊大学法学部教授 

2020.12.8 第 6 回 

会合 

「ポスト『大阪都構想』の地方制度改革」 

砂原 庸介 神戸大学大学院法学研究科教授 

2020.12.21 第 2 回正副

委員長会議 

「持続可能な地域経営のあり方委員会」今後の方向性について 

2021.1.19 第 7 回 

会合 

「グローバル化と人口減少・高齢化に直面する地域における奈良モデル

の意味」  荒井 正吾 奈良県知事 

2021.1.25 第 8 回 

会合 

「人口縮減下における自治体経営のあり方」 

辻 琢也 一橋大学大学院法学研究科教授 

2021.3.8 第 3 回正副

委員長会議 

・「持続可能な地域経営のあり方委員会」提言内容の主要論点について 

・今後の活動スケジュールについて 

2021.3.17 第 4 回正副

委員長会議 

「圏域による持続可能な行政サービス」同友会提言主要論点を踏まえ 

宮脇 淳 北海道大学公共政策大学院教授 

2021.5.12 第 9 回 

会合 

「広域連携と地方財政：地方交付税制度の仕組みと課題」 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科教授 

2021.6.8 第 10 回 

会合 

・持続可能な地域経営のあり方委員会 提言骨子（案）について 

・今後のスケジュールについて 

2021.6.14 第 5 回正副

委員長会議 

・持続可能な地域経営のあり方委員会 提言本文（案）について 

・今後のスケジュールについて 

2021.7.6 第 11 回 

会合 

・持続可能な地域経営のあり方委員会 提言本文（案）について 

・今後のスケジュールについて 
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2021 年 7 月現在 

2020 年度持続可能な地域経営のあり方委員会 委員名簿 

（敬称略） 

 

委員長   

 市 川   晃 (住友林業 取締役会長) 

 安 田 結 子 (ボードアドバイザーズ シニアパートナー) 

副委員長   

 大 塚 良 彦 (大塚産業クリエイツ 取締役社長) 

 勝 又 幹 英 (ＩＮＣＪ 取締役社長 ＣＯＯ) 

 鳥 海 智 絵 (野村證券 専務執行役員) 

 中 谷 康 夫 (日立物流 執行役社長兼取締役) 

 中 野 晴 啓 (セゾン投信 取締役会長ＣＥＯ) 

委員   

 青 木   寧 (高島 社外取締役) 

 有 田 喜一郎 (群栄化学工業 取締役社長執行役員) 

 飯 塚   厚 (日本郵政 専務執行役) 

 飯 豊   聡 (損害保険ジャパン 取締役副社長執行役員) 

 池 上 芳 輝 (イケガミ 取締役社長) 

 石 塚 達 郎 (日立製作所 アドバイザー) 

 稲 葉 俊 人 (横浜駅前ビルディング 常務取締役) 

 井 上 雅 彦 (有限責任監査法人トーマツ 執行役) 

 岩 本 敏 男 (ＮＴＴデータ 相談役) 

 植 草   弘 (戸田建設 取締役常務執行役員) 

 薄 井 充 裕 (新むつ小川原 ) 

 馬 本 英 一 (日本テクノ 取締役社長) 

 大 石 圭 子 (シミックホールディングス 取締役社長執行役員ＣＯＯ) 

 大 岡   哲 (大岡記念財団 理事長) 

 大久保 和 孝 (大久保アソシエイツ 取締役社長) 

 大 越 いづみ (電通グループ 取締役 監査等委員) 

 大 橋 光 博 (Groundcover Consulting 代表取締役) 

 岡 本 祥 治 (みらいワークス 取締役社長) 

 奥 村 真 介 (PEOPLE HORIZON 代表取締役) 

 小 野 俊 彦 (東栄電化工業 取締役会長) 

 小 野   傑 (西村あさひ法律事務所 オブカウンセル) 

 梶 川   融 (太陽有限責任監査法人 代表社員 会長) 
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 梶 山 啓 介 (識学 取締役副社長) 

 菊 地 義 典 (菊地歯車 取締役社長) 

 北 地 達 明   

 北 野 泰 男 (キュービーネットホールディングス 取締役社長) 

 清 原   健 (清原国際法律事務所 代表弁護士) 

 久 慈 竜 也 (久慈設計 取締役社長) 

 楠 原   茂   

 熊 谷 匡 史 (日本政策投資銀行 常務執行役員) 

 栗 原 美津枝 (価値総合研究所 取締役会長) 

 桑 田   始 (ＪＥＣＣ 取締役社長) 

 好 田 二 朗 (エアバス・ジャパン 執行役員) 

 小 山 直 行 (プランテック 取締役社長) 

 佐々木 正 人 (竹中工務店 取締役執行役員社長) 

 清 水 新一郎 (日本航空 取締役副社長執行役員) 

 首 藤   透 (ＡＩＧジャパン・ホールディングス 取締役 執行役員) 

 白 井 久美子 (日本ユニシス 執行役員) 

 鈴 木 和 洋 (シスコシステムズ 執行役員会長) 

 関 根 愛 子 (日本公認会計士協会 相談役) 

 錢 高 久 善 (錢高組 取締役社長) 

 千 本 倖 生 (レノバ 取締役会長) 

 髙 田 恭 介 (矢作建設工業 取締役副社長) 

 高 橋   衛 (ＨＡＵＴＰＯＮＴ研究所 代表) 

 多 田 幸 雄 (双日総合研究所 相談役) 

 伊 達 美和子 (森トラスト 取締役社長) 

 田 中   豊 (アートグリーン 取締役社長) 

 谷 川 史 郎 (NTT アーバンソリューションズ 社外取締役) 

 谷 口 健太郎 (ディーコープ 取締役会長) 

 中 島 好 美 (積水ハウス 取締役) 

 中 西 孝 平 (海外投融資情報財団 理事長) 

 中 俣   力 (日本電気 執行役員常務) 

 西 村   豊 (カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア アドバイザー) 

 野 澤 康 隆 (浜銀総合研究所 取締役会長) 

 野 村   勉 (第一勧業信用組合 理事長) 

 塙   栄 一 (日本生命保険 執行役員) 

 林   明 夫 (開倫塾 取締役社長) 

 平 賀   暁 (マーシュ ブローカー ジャパン 取締役会長) 
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 二子石 謙 輔 (セブン銀行 取締役会長) 

 星   久 人 (ベネッセホールディングス 特別顧問) 

 堀 内   勉 (トーラス 顧問) 

 益 戸 宣 彦 (GCA パートナーズ 代表取締役 社長執行役員) 

 松 井 敏 浩 (大和証券グループ本社 取締役 兼 代表執行役副社長) 

 三 鍋 伊佐雄 (オフィス３ 主宰) 

 南   昌 宏 (りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長) 

 深 山 将 史 (ＭＤＩ ) 

 宮 本 隆 温 (レッドホースコーポレーション 代表執行役社長) 

 村 上 雅 彦 (東海東京フィナンシャル・ホールディングス 専務執行役員) 

 望 月   淳 (浜銀ファイナンス 取締役会長) 

 森   公 高 (日本公認会計士協会 相談役) 

 森 山 幸 二 (コスモ石油マーケティング 取締役社長) 

 山 内 千 鶴 (日本生命保険 取締役常務執行役員) 

 山 口 栄 一 (アートパワーズジャパン 代表理事) 

 山 科 裕 子 (オリックス グループ執行役員) 

 山 梨 広 一 (イオン 顧問) 

 横 尾 隆 義 (マイナビ地域創生 取締役社長) 

 吉 川   淳 (野村不動産 顧問) 

 渡 部 賢 一 (野村ホールディングス 名誉顧問) 

 渡 邉 靖 久 (ＲＧＡリインシュアランスカンパニー日本支店 執行役員ＣＦＯ) 

 以上 86名 

 

    事務局 

 藤 井 大 樹 (経済同友会 政策調査部 グループマネジャー) 

 長 岡 宏 治 (経済同友会 総務部   マネジャー) 

 

 

 


